
 

 

令和５年８月 神河町区長会 会議次第 

ハートがふれあう住民自治のまち ～大好き！私たちの町 かみかわ～ 

 

と き 令和５年８月２４日（木） 

午前９時００分から 

ところ 神河町役場 ３階 第３会議室 

 

１．開    会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．町長あいさつ 

 

４．協 議 事 項  ＝ 行政より ＝ 

（１）教育課から 

・令和 5年度 神河町 幼・小学校運動会、中学校体育大会について  （資料なし） 

 

（２）建設課から 

・秋祭りの道路使用許可申請について               （資料 1） 

 

（３）住民生活課から             

・神河町空家等実態調査業務に係る情報提供の依頼について （資料 2、机上配付） 

・夏のクリーン作戦を振り返って                 （資料 3） 

 

（４）農林政策課から 

・地域計画の策定推進について                  （資料 4） 

・神河町農業委員会委員及び農地利用最適化委員の推薦について   （資料 5） 

・緑の募金のお礼及び緑化用苗木の要望について          （資料 6） 

・元気森もり活動推進事業の要望について             （資料 7） 

・動物駆逐用煙火（轟音玉）保安教育講習会の開催について      （資料 8） 

 

（５）ひと・まち・みらい課から 

・価格高騰対策生活支援商品券事業について            （資料 9） 

 

（６）総務課から 

・地域自治協議会の取組みについて                  （資料 10） 

・令和 5年度町長懇談会の報告について                        （資料 11） 

 

５．区長会報告・協議事項 

 ・行政協力謝金（区長報償金）のお支払いについて      （資料 12、机上配付） 

 ・第５４回兵庫県連合自治大会の開催について                    （資料 13） 

・子育て応援ネットワーク事業の作成物について            (資料なし） 
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 ６．今後の予定 

 ・「これからの自治会活動を考える」セミナーについて 

   日時：９月６日（水）午後１時３０分～ 

   場所：神戸市ラッセホール 

   対象：区長会役員 

    ※詳細は、机上配付の封筒に同封。 

 

・区長会視察研修 

   日時：１０月１６日（月）～１７日（火） 

   行先：鳥取方面 

   対象：全員  

※ご案内については、机上配付の封筒に同封。 

※出欠のご報告は、１０月２日までに事務局へお願いいたします。 

 

 ・１０月定例区長会 

   日時：１０月２３日（月）午前９時００分～  

場所：第３会議室 

対象：全員 

    ※終了後、人権研修を開催しますので引き続いて御出席ください。 

 

 ・第５４回兵庫県連合自治会大会 

   日時：１１月２０日（月）午後１時３０分～  

場所：アクリエひめじ 大ホール 

   対象：全員 

        ※兵庫県自治（自治功労）被表彰者 … 川上区長様 

    ※兵庫県連合自治会会長表彰 被表彰予定者 

 … 猪篠区、大河区、高朝田区、為信区、峠区の区長様 

 

・神崎郡連合区長会研修会（講演） 

日時：令和６年１月  予定     

場所：福崎町エルデホール 

対象：全員 

   

７．閉   会 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

 ・【神河中学校封筒】中学校体育大会について 

・【神河町封筒内】行政協力謝金（区長報償金）のお支払いについて 

 ・【 〃 同封 】区長会視察研修の御出欠について 

 ・行政相談案内 

 ・ひょうご人権ジャーナル「きずな」７・８月 
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No.　　　　

ところ〔　８月区長会　〕

と　き
令和 ５ 年 ８ 月２４日（木）　

神河町役場　３階　第３会議室

神 河 町 区 長 会 会 議 録 控
　開 会 ： 午前 ９ 時００分 ～

～区長会記録等にご利用ください～
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件　　　　　名 報告の必要性 区長会

報　　告　　先 報告期日 資料番号

神河町空家等実態調査業務に係る情報提供の依頼について 必須

住民生活課 9月末予定

緑の募金のお礼及び緑化用苗木の要望について 任意

農林政策課 9月22日(金)

元気森もり活動推進事業の要望について 任意

農林政策課 9月22日(金)

動物駆逐用煙火（轟音玉）保安教育講習会の開催について 必須

農林政策課 9月22日(金)

0 該当区のみ

総務課 5/31（月）
資料25

2

6

5

9

報告等締切日一覧表

番
号

資料8

1

資料6

資料2

資料7

令和５年８月２４日開催

4

3

10

11

7

8
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事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日 

 

各 区 長 様 

 

建設課長  野 﨑 直 規 

 

 

秋祭りの道路使用許可申請について（御案内） 

 

 

 平素は、町道路行政に格別の御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年度秋祭りの屋台・子どもみこし等の運行を予定されている地区におかれ

ましては、警察の道路使用許可を受ける必要がありますので、別紙の道路使用許可

申請書にて手続きをされますよう、御案内いたします。 

なお、場所、区間及び時間が異なる場合は、それぞれ個別に申請が必要ですの

でご注意ください。 

 申請書の提出先等は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

提 出 先 ： 福崎警察署 

         受付時間 9 時～12 時、13 時～17 時（土・日・祝を除く） 

提出期間 ： ９月末日まで（できるだけ早く申請してください） 

提出書類 ： 申請書、責任者名簿、運行経路図、屋台寸法図 

提出部数 ： 申請ごとに 2 部 

 

 

※その他許可申請の手続きに関する問い合わせ先 

福崎警察署 交通課 TEL 0790-23-0110（代表） 
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事  務  連  絡 

令和 5年 8月 24日 

 

各区長 様 

 

住民生活課長 平岡民雄 

 

今後のクリーン作戦について 

 

７月のクリーン作戦については、開始時間直前に強い雨が降り、翌週に延期さ

れた区もありましたが、それぞれ区民一体となって地域の環境美化に取り組んで

いただき誠にありがとうございました。 

想定外の状況により、実施もしくは延期の判断を区長様に委ねるという形にさ

せていただきましたが、判断に迷われた区長様もいらっしゃったことと存じま

す。 

併せて、区内放送の予約が集中したことにより、防災行政無線を利用した区民

への周知ができなかった区もあり、大変御迷惑をお掛けしました。 

７月中旬までは梅雨の最中であり、また最近は局地的に強い雨が降る傾向が見

受けられ、今回のような状況も今後発生することが想定されます。 

一方で、「異常な暑さの中での屋外作業はいかがなものか。」「稲作の害虫予防

（草刈り）のためにもう１週早い日程で実施したい。」といった御意見もお聞き

しております。 

各区で取組内容に違いがあり、またクリーン作戦前後の区行事との日程的な兼

ね合い等も含めて、各区長様からクリーン作戦（特に夏のクリーン作戦）実施に

当たっての御意見をお聞かせいただき、今後の参考にさせていただきたいと考え

ております。 

ついては、９月末までを目途に別紙様式により手書きもしくはメールでの御意

見の提出をお願い致したく存じます。（様式データは町ホームページ内「区長会

関係様式等」に掲載します。特に御意見がない場合は提出不要です。） 

大変お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

担当：住民生活課 平岡 民雄 

              Eメールアドレス 

jyumin_seikatu@town.kamikawa.hyogo.jp 
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クリーン作戦実施に当たっての意見について 

 

区名        
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令和５年８月２４日 

 

 各 区 長  様 

 

農林政策課長 前川穂積 

 

 

神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

の推薦について（お願い） 

 

  

残暑の候、貴職におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、農業委員会活動に何かと御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

平成 28 年 4 月の農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の選出方法が改

正され、また農地の集積、集約化の推進が農業委員会の必須業務となった事により農地利

用最適化推進委員が新設されました。 

つきましては、任期満了に伴う委員の選出について、それぞれのブロックごとに推薦して

いただく方の選考をお願いしたいと考えています。 

 なお、正式な推薦書等の提出については、10 月の区長会でご依頼させていただく予定と

しています。 
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神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の推薦について 

 

主旨 

現農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の令和６年３月末の任期満了

に伴い、農業委員会等に関する法律に基づく農業委員及び農地利用最適化推進委員を、令和５年１０月

から１ヶ月間を目途に募集を行います。 

つきましては、それぞれのブロックごとに推薦いただく候補予定者の調整について御協力をお願い

します。ブロック別募集人数については別紙のとおりです。 

 

（今後の予定） 

 

農業委員会とは（主な役割と活動の内容は裏面参照） 

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指

導などを中心に農地に関する事務をはじめ、農地等の利用の最適化の推進に関する業務を執行する行

政委員会です。 

 

農業委員及び推進委員の身分と報酬 

身分 非常勤特別職の地方公務員 

報酬（年額） 農業委員 会長１２５，０００円 委員１１０，０００円 

 推進委員 １１０，０００円 

その他、定例会１回の出席につき、２，０００円の費用弁償が支払われます。 

 

農業委員及び推進委員の任期 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

農業委員及び推進委員の要件 

 農業委員･･･市町村長が任命 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌

に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者 １３名 

  ※原則として、認定農業者等（注）が過半数を占めること 

 また、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者（中立委員） １名 

 推進委員･･･農業委員会が委嘱 

 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者 ７名 

 

ただし、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、暴

力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は除く。 

 

（注）農業委員会の区域内の認定農業者の数が少ない等の場合は、農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業

者に準ずる者（過去に認定農業者等であった者、認定農業者の農業に従事し経営に参画する親族、認定新規就

農者、集落営農組織の役員等）とすることができる。 

   また、委員の過半数を認定農業者又は認定農業者に準ずるものとすることが困難な場合は、町議会の同意を

得て四分の一とすることができる。 

時  期 内     容 

令和 5年 10月 23日 区長会において、募集・推薦に関する詳細説明 

令和 5年 10月下旬 農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集（募集期間約 1ヶ月） 

令和 5年 12月上旬 農業委員及び農地利用最適化推進委員候補者選考委員会の開催 

令和 6年 3月 農業委員の任命の同意を得るための議案提出 

令和 6年 4月 1日 農業委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱 
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農業委員会の主な役割と活動 

 

【１】定例会：月１回（毎月２１日）への出席 

 

【２】農地の確保と有効利用 

１）農地の売買・貸借の許可申請（農地法第３条）の可否の審議・決定 

２）農地転用許可（農地法第４条・５条）の申請書を県知事に送付する際の当該許可申請に対する

意見の決定 

３）農地パトロール（農地の利用状況調査、８月実施）や遊休農地所有者への意向把握等による遊

休農地の発生防止や解消 

４）「地域計画」の策定（目標地図の素案作成）の話し合いへの参加や、農地中間管理機構の利用

促進 

 

【３】農地等の利用の最適化 

  １）担い手への農地利用の集積・集約化 

・地域計画の作成・見直しなど、地域の農業者の話し合いの推進 

・農地の出し手と受け手への働きかけを行い、農地中間管理機構と連携し、担い手への農地の集

積推進 

２）遊休農地の発生防止・解消 

・耕作放棄地の発生防止・解消のため、毎年１回担当地区内のすべての農地の利用状況を調査し、

遊休農地所有者等の利用意向調査実施 

３）新規参入の促進 

   ・新規参入者への貸付け可能な農地の発掘 

   ・就農後の定着支援（農業を担う者の受入から定着まで必要となるサポートの実施等） 

・新規就農・参入に向けた相談活動（県等が主催する就農相談会への出席等） 

 

【４】担い手の育成支援 

１）農業経営の法人化へ向けた支援 

２）家族経営協定の推進 

３）複式農業簿記や青色申告への取組みの推進 

 

【５】農業委員会の目標の設定 

  最適化活動に係る目標を定め、毎年度、具体的な活動（農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の

促進）を記録し、農業委員会において評価の上、その結果を公表する。 

 

 全ての委員が【２】～【４】の活動（最適化活動）を月８日以上実施し記録する。 
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○ブロック別募集人数 

※農業委員のうち１名を中立委員（農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者）と

して推薦する必要があります。各ブロックの代表区長様におかれましては、中立委員の選出につきま

して、ブロック間での調整にもご協力をお願い致します。 

 

○認定農業者                                （敬称略） 

 

○認定農業者に準ずるもの                           （敬称略） 

 

ブロック名 担当する地区 

農業委員 

推進委員 
認定農業者等 

農業に識見を有す

る者・中立委員 

越知谷Ｂ 新田・作畑・大畑・越知・岩屋 ２名 １名 

粟賀北Ｂ 根宇野・山田・中村・粟賀町・福本 ２名 １名 

粟賀南Ｂ 
貝野・貝野しんこうタウン・寺野・柏尾・加納・ 

東柏尾 
２名 １名 

大山Ｂ 吉冨・杉・大山・猪篠 ２名 １名 

寺前東Ｂ 新野・野村・比延・寺前・鍛治・大河・上岩 ２名 １名 

寺前西Ｂ 高朝田・宮野・南小田・上小田 ２名 １名 

長谷Ｂ 川上・大川原・本村・赤田・重行・為信・峠・栗・渕 ２名 １名 

ブロック名 氏名又は名称 ブロック名 氏名又は名称 

越知谷Ｂ 

 

寺前東Ｂ 

㈱新野営農（役員） 

㈱ヤマウチ 山内忠宜 

(農)大河営農（役員） 

粟賀北Ｂ 

㈱山田営農（役員） 

㈱中村営農（役員） 

(農)福本営農（役員） 

寺前西Ｂ 

加門和弘、 

㈱ヤマウチ 山内作次、山内敦子 

山内篤宜 

粟賀南Ｂ 
廣納佳則 

(農)東柏尾営農（役員） 
長谷Ｂ 

 

大山Ｂ 

(農)吉冨営農（役員） 

(農)杉営農（役員） 

(農)大山営農（役員） 

㈱猪篠ファーム 藤原嘉朗 

  

ブロック名 氏名又は名称 ブロック名 氏名又は名称 

越知谷Ｂ 

新田営農組合（役員） 

大畑営農組合（役員） 

越知営農組合（役員） 

岩屋営農組合（役員） 

寺前東Ｂ 

野村営農組合（役員） 

鍛治営農組合（役員） 

譜久原朝二 

粟賀北Ｂ 

根宇野営農組合（役員） 

粟賀町営農組合（役員） 寺前西Ｂ 

加門ヱミ子、加門英樹 

高朝田営農組合（役員） 

南小田営農組合（役員） 

粟賀南Ｂ 

廣納加代子、廣納正 

貝野営農組合（役員） 

加納営農組合（役員） 

長谷Ｂ 

本村営農組合（役員） 

赤田営農組合（役員） 

大川原営農組合（役員） 

大山Ｂ    
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   令和５年８月２４日 

 

各 区 長  様 

神河町緑化推進委員会 

会 長 山 名 宗 悟 

 

緑の募金のお礼及び緑化用苗木の要望について 

 

 残暑の候、貴職にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は町緑化事業にご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 緑の募金運動につきましては、今年度も地域募金をいただき、募金実績は下記のとおりとなりました。

ご協力ありがとうございました。 

 さて、今年度も緑の募金事業交付金を活用して、緑化用苗木(資材)の配布を予定しております。 

 つきましては、緑化用苗木（資材）を希望される場合は、別紙希望調査票にご記入のうえ、 

９月２２日（金）までに役場農林政策課へご提出くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

○緑の募金実績 

  地域(集落)募金     ３４０，６００ 円 

  その他募金        ２２，９０８ 円 

    合  計       ３６３，５０８  円 

 

○緑化用苗木 

配布可能な苗木等  裏面一覧表のとおり 

  ※ 公民館、集会所、公共用地等の緑化にご利用下さい。（個人への配布ではありません） 

※ 別紙にない苗木をご希望の場合は、手配の可否を確認の上ご連絡します。 

  ※ 木製プランターカバー以外の資材（土、肥料、プランター、獣害対策等）は集落でご用意 

ください。 

提出書類  別紙「【緑の募金】緑化用苗木（資材）希望調査票」 

 ※ 各区で一括してお申し込み下さい。配布先は各区１箇所でお願いします。  

苗木配布予定時期  １２月上旬（クリーン作戦前） 

 

※ 予算の範囲内での対応となりますので、ご希望にそえない場合があります。その場合にはあらか

じめ調整させていただきますので、ご了承ください。 

                       

 

 

 

 －担当－ 農林政策課 松田 TEL:0790-34-0960 
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令和５年度 緑化募金苗木種類別一覧表  

品  種 規  格 大きさ 単 価 

 山モミジ   ０．５m フルイ 460 

 イロハモミジ  

  １．０m フルイ 580 

 １．５m玉付 2,500 

  ２．０m玉付 6,720 

 ソメイヨシノ桜 
  １．５m フルイ 770 

 ２．０m玉付 4,230 

 ヤマザクラ   １．２m フルイ 870 

 シダレ桜 紅 １．２m フルイ 870 

 八重桜 (ぼたん桜) 

  １．２m フルイ 820 

 １．５m玉付 2,400 

 ２．０m玉付 4,230 

 サザンカ 
赤 １．０m玉付 960 

白 １．０m玉付 1,010 

 平戸ツツジ 紅・赤・ピンク・白 ０．４m 1,160 

 どうだんツツジ   ０．４m 1,310 

 紅どうだんツツジ  ０．４m 1,310 

 山ツツジ 
 

０．５m 1,440 

 霧島ツツジ  ０．３m 800 

 サツキ   ０．３m 800 

 ハナミズキ 
赤・ピンク・白 ０．６mポット 1,730 

赤・ピンク・白 １・２m玉付 3,270 

 トキワマンサク 
紅  ０．５mポット 1,640 

白 ０．５mポット 1,730 

 サルスベリ 赤・ピンク・白 １．０m玉付 1,160 

 ケヤキ   １．０m フルイ 540 

 サカキ   ０．４m フルイ 580 

 シキミ   ０．４m フルイ 510 

 キンモクセイ   ０．８m玉付 960 

 山桃(瑞光)  ０．６mポット 1,730 

 コデマリ  ０．５m 870 

 ユキヤナギ  ０．６m 960 

 モクレン  １．０m玉付 1,160 

 白モクレン  １．０m玉付 1,160 

 しだれ梅 赤・ピンク・白 1年生 930 

 大梅  (白加賀)   １．０m フルイ 870 

 小梅   １．０m フルイ 870 

 木製プランターカバー  
大 ６５センチ用 3,100 

小 ４５センチ用 2,900 
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別紙 

【緑の募金】緑化用苗木（資材）希望調査票 

 

 

区 名                      

 

住 所  神河町                 

 

申請者名                     

 

連絡先                      

 

      苗木（資材）配布先                

 

 

希望する苗木（資材） 数量 

  

  

  

  

 

☆ 品種を指定される場合は、苗木名の横に品種名をご記入ください。 

 例 → サクラ（ソメイヨシノ） ５本 

     ハナミズキ（赤色）   ３本 など 

☆ 希望数量や品種によっては細くて若い苗木になる可能性もありますが、あらかじめご了承

ください。 

☆ 植栽時に必要な土や肥料、支柱は配布いたしません。区でご用意ください。 

☆ 苗木の配布は１２月上旬（クリーン作戦前）を予定しています。 

☆ 希望調査票のご提出は【 農林政策課 】にお願いいたします。 

☆ ＦＡＸでの申し込みも可能です FAX:0790-34-0691 
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元気森もり活動推進事業の要望について 

 

 

農林政策課では、地域活動の継続と生活環境や地域の魅力の向上を目的とし、地域住

民等が行なう、森林の管理、森林やその周辺の環境保全・向上、森林資源の活用等に資

する活動を支援します。（財源：森林環境譲与税） 

 

今回、要望を受付する事業は、森林「周辺」における環境の保全事業となります。 

※５月の「森林」事業に要望のなかった団体を優先的に採択する予定です。 

 「森林」事業を実施(申請)された団体が、「周辺」事業を要望される場合、予算

の状況により採択を見送らせていただくことがありますので、ご了承ください。 

但し、町花「桜」、町木「モミジ」の保全管理等の要望は、「森林」又は「周

辺」事業の要望に関係なく別途受付をします。 

 

【イメージ】 ○「森林」事業実施(申請)団体  

・「周辺」事業要望  → 予算状況により申請可 

・  町花町木事業要望 → 申請可 

       ○「周辺」事業要望団体 

・ 町花町木事業との両方で申請可 

   

〇例えば、次のような場合に、活用をご検討下さい。 

・集落近くの竹藪や桜並木、地区の住民が集まる神社の樹木等を、地区として管理、 

整備したいと思うが、財源がなく実施できる補助制度もない場合。 

 

〇主な補助対象経費、主な事業の補助額の上限は次のとおりです。 

 ・主な対象経費：消耗品、燃料代、備品購入、作業日当等  (補助対象経費)参照 

・「森林」及び「周辺」環境の保全、向上に資する事業  １事業１５万円 

   その他の事業については、(補助金の範囲及び補助金の額)参照 

 

〇その他、詳しくは、別紙【事業概要】【事業の流れ】をご覧ください。 

 

 

〇要望がある場合 

  別紙１の要望書を、９月２２日（金）までに、農林政策課に提出してください。 

  

 

〇ご不明な点などは、農林政策課（３４－０９６０）へお問い合わせください。 

 

 

 

 

29

75
テキスト ボックス
 資料 7



【事業概要】 

 

(趣旨) 

この事業は、地域住民等が行なう、森林の管理、森林環境の保全や森林資源の活用

等に資する活動(以下「事業」という)を支援することにより、地域活動の継続と、過

密のない農山村の生活環境と地域の魅力を向上させることを目的としています。 

 

(実施主体) 

この事業において補助の対象となる事業を実施する者は、神河町内に所在地を置

く、次の各号のいずれかに該当する団体とします。 

(1) 森林組合、生産森林組合 

(2) 自治会、財産管理組合等、地区の共有林を管理する団体 

(3) その他趣旨に合致する活動を行なう法人、団体、事業所 

 

(補助対象事業) 

補助の対象となる事業は次の各号に掲げるもので、既存の補助事業等の対象となら

ないものとする。 

(1)  林業の活性化 

① 林業後継者の育成等、林業の活性化に資する事業 

具体的には、森林組合等の新規就業者の装備等の費用補助及び町内の賃貸住

宅居住の場合の家賃補助を予定しています。 

 

(2) 森林環境の保全 

①「森林」及び「周辺」環境の保全、向上に資する事業 

〇「森林」とは、町森林整備計画の対象森林(森林簿に掲載の森林)【５月受付済】 

  

事業例 上記森林での、生産森林組合、自治会及び財産管理組合等が行う

間伐、草刈り等の維持管理活動。 

      対象森林内の社寺周辺林の間伐、伐採等も対象。 

 

（今回受付事業） 

〇「周辺」とは、集落内の上記以外の山林（従前田畑であった場所に植栽を行っ 

たなど）、社寺敷地内の樹木、集会所・公園・道路周辺等の樹木を指す。 

 

事業例 森林周辺の林地の間伐や草刈りなど保全、向上活動。 

桜並木、竹藪等の保全、向上活動。 

平地部にある社寺、公民館集会所等の樹木の保全、向上活動。 

    （宗教法人からの申請は不可。） 

 

②苗木の植栽等【５月受付済】※桜、モミジの苗木の植栽は要望可 

 〇町森林整備計画の対象森林（森林簿に掲載の森林）での植栽。 

    皆伐地における、広葉樹等の植栽。 
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(3)  森林資源の活用 

県内産木材、町内産林産物等、森林資源の活用促進に資する事業 

① 産材の活用     内装工事、什器の購入等 

 

② 町内産林産物等   町内産木材を利用した木材製品の製造、販売等 

 

③ 森林資源の活用促進 ミツマタ出荷、ウリハダカエデ等樹液の活用等 

 

(4) その他、趣旨に適合すると町長が認める事業 

 

(1)～(4)共通 一実施主体が、年度内に同一の事業を複数回実施することも可能。 

 例）春と秋に森林管理作業を実施 → 対象経費の合計が補助額の上限以内なら

１回の申請で可。上限を超える場合は、春と秋で別々に申請も可。 

但し、予算の範囲内に限ります。 

    

(補助対象経費) 

補助の対象となる経費は、下記のとおりです。 

 

(補助金の範囲及び補助金の額) 

神河町は、実施主体に対して、予算の範囲内で事業に要する経費の全部、又は一部を

補助します。 

 １事業当たりの補助金額の上限は、事業の区分に応じ下記のとおりです。 

事業区分 上限額 

（１）林業の活性化 50万円 

（２）森林環境の保全 15万円 

（３）森林資源の活用 10万円 

その他の事業 10万円 

 

※補助金の額に1,000円未満の端数は切り捨てとなります。  

 

科  目 備  考 

需用費 消耗品、燃料代、修繕費等。お茶以外の食料費は不可。 

原材料費 植栽用苗木等の資材費 

作業日当 1,000円/hr、7,000円/日･人を上限とする。 

役務費 輸送費、保険料等 

賃借料 重機、車両等借上料 

使用料 通行料、使用料等 

委託料 作業等委託料。実施主体が直接実施することが出来ないものに限る。 

報償費 協力者謝金等 

備品購入費 1件2万円以上。事業実施に必要不可欠なものに限る。特定の個人の占有

となるものを除く。 
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【事業の流れ】 

 

１．要望書の提出 

 今回の要望書提出は、前回対象外であった森林「周辺」における森林環境保全事業の

みとなります。 

事業採択を希望する団体は別紙１の要望書を９月２２日（金）までに、農林政策課に

提出してください。 

 

２．要望の採択 

 原則、予算の範囲内で、事業の採択を行います。 

 事業採択については各事業の実施内容（緊急性等）で判断します。 

 但し、桜、モミジの要望は優先的に採択します。 

 

３．交付申請 

 要望採択の団体には、補助金交付申請の手続きのご案内を行います。 

 補助金交付申請の際は、下記の書類等を添付ください。 

① 補助金交付申請 

② 収支予算書 

③ 位置図、事業概要図 

④ １つの支出が２万円以上の場合は見積書（作業日当を除く。） 

⑤ 備品購入の場合はカタログ（備品等購入の場合） 

⑥ 事業実施承諾書（自らが所有又は管理する森林以外の森林等で実施する場合） 

⑦ 活動場所の現況写真 

 

４．事業実施 

 事業着手は、交付決定通知書の日以降とし、補助対象経費も通知日以降の支払いが対

象となります。 

  

５．事業計画の変更 

 事業内容、補助金額に変更がある場合は、補助金変更交付申請書の提出をお願いいた

します。事業内容が大幅に変更する場合は、事前に協議をお願いいたします。 

 ただし、実施回数、委託内容など事業内容に変更が無く、補助金の額が交付決定額の

３割以内の減額である場合は、補助金変更交付申請書の提出は不要といたします。 

 

６．実績報告書 

 事業の完了日は、事業に係る対象経費の支出の最終支出の領収日となります。 

事業実績報告を事業終了の日から３０日以内に提出ください。 

 実績報告の際は、下記の書類を提出ください。 

① 実績報告書 

② 収支決算書 

③ 位置図、事業概要図、領収書の写し等 

④ 実施状況写真（着手前後、日当支出の場合は実施日毎に集合写真必要） 
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７．補助金の請求 

 町は実績報告書の提出を受けた後、内容を確認し、実施団体に補助金交付額確定通知

書を送付いたします。併せて請求書を送付いたしますので、金額等確認のうえ請求印を

捺印していただき提出頂きますようお願いいたします。 

 概ね請求日から２０日以内での支払いとなります。 
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別紙 1 

令和５年  月  日 

 

 神河町長 山名 宗悟 様 

 

                  所在地  神河町 

                  団体名   

           代表者名            ○印  

 

神河町元気森もり活動推進事業要望書 

 

 令和５年度神河町元気森もり活動推進事業について、下記のとおり要望いた

します。 

 

記 

 

1 事 業 種 別   森林及び周辺環境の保全、向上 （申請額上限 15万円） 

2 事業実施場所   神河町 大字    字     地番           

 

 ※林班（役場にて記入）  神崎   班 大河内   班 

3 事業地山林所有者名                             

                                                                

 

4 実施予定時期     令和  年  月～令和  年  月 

                                  

5 実施事業の種類    1．人工林間伐  2.広葉樹林・竹林等の間伐・伐採 

            3. 下刈り  4.森林の見分・境界確認  

5.その他（桜・モミジ等） 

             

6  事業の具体的な内容                                

                                           

                                                                                  

                                                                                  

           提出締め切り 令和 5年 9月 22日(金)  提出先 農林政策課 松田 
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神河(鳥獣対協)第５号 

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ４ 日 

 

各 区 長  様 

 

神河町鳥獣被害防止対策協議会 

会 長  山 名 宗 悟 

 

 

動物駆逐用煙火(轟音玉)保安教育講習会の開催について 

 

 

 残暑の候、貴職におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は、町行政 

に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本年度もサルの被害対策の一環として、轟音玉の適正な使用と効果的な追い払いが行えるよ

う動物駆逐用煙火保安教育講習会を開催しますので、受講いただきますようご案内申し上げ 

ます。 

 

記 

 

１．開催日時  令和５年１０月１２日（木） 午後２時～午後４時 

 

２．開催場所  講 習 会：大河内保健福祉センター２階 福祉講習室 

         実地研修：神河町上岩地内「旧環境センター」 

 

３．報告期限  令和５年９月２２日（金） 

        ※お手数をお掛けしますが、受講者を取りまとめの上、ご報告願います。 

        ※申込時に煙火消費保安手帳と手帳交付手数料(写真)も併せて提出お願いします。 

 

４．開催内容  サルの生態と被害対策について 講師：兵庫県森林動物研究センター（約 20分） 

動物駆逐用煙火保安教育講習  講師：兵庫県煙火協会（約 20分） 

実地研修 

         ※詳細は、「開催要領」をご覧ください。 

 

５．注意事項 

  ・朝来市、丹波市青垣町等での開催もありますが、原則、神河町で受講をお願いします。 

・受講者への当日の参加連絡は、区長様からお願い致します。 

   ・各区の受講者等については、別途、リストを送付させていただきます。 

 

 

 

 

 

担当：神河町役場農林政策課／松田／TEL 0790-34-0960／FAX 0790-34-0691 
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動物駆逐用煙火保安教育講習会（轟音玉講習会）開催要領 

 

１．目 的 

  動物駆逐用煙火は、野生動物の追い払い手段として一定の効果があるが、火薬類取締法に規定さ 

 れる火工品であるため、その使用にあたっては、煙火消費保安手帳（動物駆逐用）の交付を受けな 

ければならない。 

  このため、動物駆逐用煙火の適正な使用と効果的な追い払いが行えるよう動物駆逐用煙火保安教 

育講習会及びサルの被害対策研修会を実施する。 

２．主 催  神河町鳥獣被害防止対策協議会 

３．対象者 

ニホンザル、その他野生動物の被害対策に取り組む住民で集落が推せんする者 

（各集落概ね３～５名程度で、昼間に家にいることが多い方） 

 

４．講習内容 

（１）日 時 令和５年１０月１２日（木）午後２時～午後４時 ※雨天決行 

（２）場 所 講 習 会：大河内保健福祉センター２階 福祉講習室（神河町役場南隣） 

       実地研修：神河町上岩地内「旧環境センター」 

（３）内 容 ①サルの生態と被害対策、電気柵の安全使用について 

      講師：兵庫県森林動物研究センター 

②動物駆逐用煙火保安教育講習及び実習   講師：兵庫県煙火協会 

 

５．参加申込（事前受付） 

  別紙様式１に氏名、住所、生年月日等の必要事項を記入の上、令和５年９月２２日（金）まで 

 に、各区取りまとめの上、煙火消費保安手帳と交付手数料を添えて農林政策課へ提出してください。 

 

６．動物駆逐用煙火保安教育講習会の受講料等について 

(１)受講料・手数料 

  区 分 受講料 手帳交付手数料 合 計 写 真 

新 規(今回初めて取得、昨年受講されていない方) (1,500円) 2,700円 2,700円 必要 

更 新(令和元年度以降交付で継続受講の方) (1,500円) 0円 0円 不要 

再交付(平成30年度に初受講の方、昨年受講で紛失した方) (1,500円) 2,200円 2,200円 必要 

※受講料(1,500円)は神河町鳥獣被害防止対策協議会が負担しますので不要です。 

 

【注意事項】 

・今回初めて取得する方は、写真（横２．５センチ×縦３センチ、裏面に氏名を記入）を１枚提出し

てください。(昨年受講されていない方については、新規扱いとなります。) 

・更新の方で、５回目の更新の方（平成３０年に初受講された方で手帳の一番下の欄が１行の方）は

再交付になりますので、手帳交付手数料と写真を１枚提出してください。※参考図参照 
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・更新の方で、４回目の更新までの方（令和元年度以降に初受講の方で保安教育講習受講記録欄が２

行以上空白の方）については写真と手帳交付手数料は共に不要です。 

・更新される方、再交付される方、また更新されない方についても手帳は提出してください。 

・写真は横２．５センチ×縦３センチで必ず証明写真の写真を提出してください。 

※サングラス、帽子の着用なし、無背景、デジタルカメラ不可 

・手帳の交付手数料については、多面的機能支払交付金（農地維持支払交付金）の対象事業費と 

して支出できます。ただし、構成員の方に限ります。 
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別紙様式１ 

動物駆逐用煙火（轟音玉）の煙火消費保安手帳の取得申込書 

 

 区 名           

 受 講 す る 者 写真・手帳貼付欄 

１ 

ふりがな 

① 氏  名 ：              ☎  － 

② 住  所 ： 神河町         番地 

③ 生年月日 ： 昭和・平成   年   月   日（満   才） 

④ 講  習 ： 初めて→（写真が必要。裏面に氏名を記入） 

更 新→（煙火消費保安手帳を申込時に提出） 

         再交付→（手帳、写真が必要。裏面に氏名を記入） 

⑤ 講習料金 ： ￥       円 

初めて取得される方、 

再交付の方は、 

縦3cm×横2.5㎝無帽の 

写真をここにクリップ 

止めしてください。 

更新、再交付の方は、 

手帳を提出してくださ 

い。 

２ 

ふりがな 

① 氏  名 ：              ☎  － 

② 住  所 ： 神河町         番地 

③ 生年月日 ： 昭和・平成   年   月   日（満   才） 

④ 講  習 ： 初めて→（写真が必要。裏面に氏名を記入） 

更 新→（煙火消費保安手帳を申込時に提出） 

         再交付→（手帳、写真が必要。裏面に氏名を記入） 

⑤ 講習料金 ： ￥       円 

初めて取得される方、 

再交付の方は、 

縦3cm×横2.5㎝無帽の 

写真をここにクリップ 

止めしてください。 

更新、再交付の方は、 

手帳を提出してくださ 

い。 

３ 

ふりがな 

① 氏  名 ：              ☎  － 

② 住  所 ： 神河町         番地 

③ 生年月日 ： 昭和・平成   年   月   日（満   才） 

④ 講  習 ： 初めて→（写真が必要。裏面に氏名を記入） 

更 新→（煙火消費保安手帳を申込時に提出） 

         再交付→（手帳、写真が必要。裏面に氏名を記入） 

⑤ 講習料金 ： ￥       円 

初めて取得される方、 

再交付の方は、 

縦3cm×横2.5㎝無帽の 

写真をここにクリップ 

止めしてください。 

更新、再交付の方は、 

手帳を提出してくださ 

い。 

４ 

ふりがな 

① 氏  名 ：              ☎  － 

② 住  所 ： 神河町         番地 

③ 生年月日 ： 昭和・平成   年   月   日（満   才） 

④ 講  習 ： 初めて→（写真が必要。裏面に氏名を記入） 

更 新→（煙火消費保安手帳を申込時に提出） 

         再交付→（手帳、写真が必要。裏面に氏名を記入） 

⑤ 講習料金 ： ￥       円 

初めて取得される方、 

再交付の方は、 

縦3cm×横2.5㎝無帽の 

写真をここにクリップ 

止めしてください。 

更新、再交付の方は、 

手帳を提出してくださ 

い。 

５ 

ふりがな 

① 氏  名 ：              ☎  － 

② 住  所 ： 神河町         番地 

③ 生年月日 ： 昭和・平成   年   月   日（満   才） 

④ 講  習 ： 初めて→（写真が必要。裏面に氏名を記入） 

更 新→（煙火消費保安手帳を申込時に提出） 

         再交付→（手帳、写真が必要。裏面に氏名を記入） 

⑤ 講習料金 ： ￥       円 

初めて取得される方、 

再交付の方は、 

縦3cm×横2.5㎝無帽の 

写真をここにクリップ 

止めしてください。 

更新、再交付の方は、 

手帳を提出してくださ 

い。 

※令和 5年 9月 22日（金）までに各区取りまとめの上、農林政策課へ提出してください。 

 

申込者                受講料（手帳交付手数料）合計                円 

 

- 3 – 
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電気・ガス・食料品等価格高騰の影響を受けている神河町民の支援と消

費の下支えを目的として、各世帯に町内共通商品券「神河町価格高騰対

策生活支援商品券」を交付します。

支給対象者

神河町内に住民登録のある世帯主（令和５年８月１日時点）

商品券の額

1世帯当たり 10,000円 （1,000円×10枚綴り）

使用期間

令和 ５年 ９月 １日から
令和 ５年１１月３０日まで

取扱店舗は裏面をご確認ください
商品券イメージ

●お問合せ先 神河町ひと・まち・みらい課 電話番号 0790-34-0971

お
早
め
に

ご
利
用
く
だ
さ
い

39

75
テキスト ボックス
 資料 9



・購入の際、つり銭は支払われません。

・使用有効期限は令和５年１１月３０日（木）までです。

・神河町価格高騰対策生活支援商品券取扱店舗のみでご利用いただけます。

・たばこ、換金性の高いもの（商品券やプリペイドカード等）、国や自治体への支払い、

処方薬、不動産の購入代金等には利用できません。

●お問合せ先 神河町ひと・まち・みらい課 電話番号 0790-34-0971

取扱店舗一覧

【順不同】

越知 福本 比延

なかみち 足立商店 リカーショップ寺前店

藤本商店 ㈱粟賀自動車サービス 寺前

根宇野 ㈱オートピア 荒木商店

グリーンエコー笠形 ゴダイドラッグ神崎店 割烹　山水

中村 彩華 cafe  hanu l

足立化粧品店 斉藤薬品 岸中理容店

㈲ガスショップ秋山 ジュンテンドー神崎店 北川精肉店

かみかわ倶楽部　創作料理　春夏秋冬 新鮮市場　おたふく 銀の馬車道ら～めんのお店　余田屋

㈱神崎ストアー タイヤショップ　フジワラ サリーハウス

喫茶まつば ㈱鳩自動車 寿司　利久

小桜 ホームプラザナフコ神崎店 ㈱でんきや杉田

ごはんや香 焼肉　華乃彩 ㈲よしのや

蕎麦処　咲 らー麺　八番 鍛治

難波ガラス店 柏尾 上田クリーニング寺前駅前店

バーバーショップロード 黒田石油㈱　峰山口給油所 鵜野電気商会

ブティックジュン タイ料理　ファータイ カーミンの観光案内所

松原菓子店 熟成パン工房ABODEN 寺前楽座まちの灯り

miya-pain 加納 上岩

森呉服店 前川農機 水車公園　こっとん亭

粟賀町 東柏尾 高朝田

あかまつクリーニングAコープ粟賀店 リカーズ　さか田 小島電気設備

ウエルシア神崎神河店 柳月堂　玉川 南小田

Aコープ　粟賀店 笑来童喜研究所㈱もこと＆ども 手打そば　敏八

菓旬処　彩 1×1（ONE BY ONE） 上小田

割烹　つぼ多 吉冨 峰山高原ホテル　リラクシア

喫茶・軽食　ナウ 粟賀ゴルフ倶楽部 豊楽

古民家カフェ&オムライスの店　ビコーズ AGENT（エージェント） 栗

そば食事処和心 お好み焼き　ほそおか 坂元自動車

にしは多 ㈱難波商店 長谷

㈱播但自動車整備工場 Panason ic リフォーム Club ㈱フィールウッド エスモービル

フラワーショップ藤樹園 道の駅　銀の馬車道・神河　アンテナショップかまど ㈱OFFICE　KAJIYANO

㈱平和タイヤ 道の駅　銀の馬車道・神河　かんざき大黒茶屋 café 衣都

㈲ヘルスショップ 山下畳店 さんだお

ほんだ自転車商会 猪篠 世良衣料品店

マックスバリュ西日本㈱神河店 お食事処　しあわせのひなた ㈲タナカ建築

La・mia・casa ヨーデルの森 ふれあいSS

渡部ゼミナール 新野 ホテルモンテローザ

佐賀建具店 Yショップふれあいマーケット

㈲左納オート 市川

播州こうじや ㈱荒木印刷

鶴居自動車整備

40



1 ７ブロック全体の取り組み状況

◆　地域自治協議会設立に向けた取組について

①越知谷ブロック（正副区長）は、R4.8/1から髙木集落支援員を事務局配置。10/15越知谷ブロック地

域自治協議会設立準備会総会（書面決議）において、規約、役員、地域づくり計画及び令和5年度事業

計画について、代議員24名の全員の賛成により可決承認。事務所は大畑コミュニティセンター。11/25

地域交通に関する住民アンケート配布、11/30越知谷地区への早期導入についての要望書を町長宛提

出。アンケート結果は３月広報配布と合わせて住民配布・1/26町に結果提出。4/27設立総会。5/8交付

金申請・5/11決定。5/31第1期分交付。5/22交流部会・5/23安心部会・5/24安全部会。5/27設立第1

号として神戸新聞掲載。6/23理事会で命のカプセル、歴史文化勉強会、地区防災計画策定、AED整

備、グラウンドゴルフ大会、収穫祭、地域づくり勉強会、先進地視察について議案審議・決定。以降

も、随時部会協議等を進め事業推進。

②粟賀北ブロック（区長⇒正副区長）は、課題集約項目の中から共通課題について協議を進め、防犯

対策（カメラ）、防災対策（必要資機材の点検確認からの要望へ）を更に具体化させた協議を展開。

萩原集落支援員は協議の継続を念頭に5/27第3回協議会から出席（R5.4/1付委嘱）。11/14第７回協議

で現体制による会長１名、副会長４名を選出し任期を２年とした。事務所は粟賀の驛。消防ブロック

と自治協枠組み相違問題について継続的に協議をしていくことも確認。1/27第9回協議で規約・申し合

わせ事項を確認。防犯カメラ補助継続と防災資機材整備協議中。3月広報配布時に住民説明資料を配

布。4/20第11回以降は新正副区長を交えビジョン、運営体制等協議。5/23第12回、6/13第13回、7/16

第14回で今後のスケジュール、キャッチコピー・基本方針等地域づくり計画・6年度事業計画等協議・

決定及び規約中の構成と役割を再確認。8/29第15回は設立準備会内容について協議。

③粟賀南ブロック（区3役）は、課題集約項目の中から各区優先3項目を具体化した内容をもって8/10

第4回、9/14第5回協議へと繋ぐ一方で組織体制について、会長1名、副会長2名を行政順で各区長が担

うことを確認。任期２年。地域づくり計画について、先ずは河川の環境整備から取り組むこととし、

10/12第6回協議を踏まえた11/25各区代表者（副区長）部会において取組の方向性を確認。2/1第7回

協議で6区代表者で構成する部会長・副部会長を行政順で繋ぐことを確認。事務局候補協議中。子ども

や高齢者の課題については次のステップとして取り組む。3/31第9回で事務所を除き規約・申合せ内容

を確認。4/24河川環境整備の要望書提出。6/10第10回で山下（裕太）集落支援員配置を決定。6/19南

ブロック6区長と集落支援員との面談協議で7/1からの配置を決定、事務所はかみかわ移住定住サポー

トセンターに置く。7/28第11回、8/10第12回で規約・申し合わせ事項確認及び、地域づくり計画は河

川環境整備に限って部会検討を前提に協議を進める。

④大山ブロック（区3役）は、課題集約項目の中から各区優先5項目を具体化した内容をもって9/11第4

回協議を進め、大山小学校跡地への遊具設置の検討を協議中。10/23第5回で組織・役員体制について

組織運営の継続を重視して現区長から会長1名、副会長1名、理事2名を選出、現副区長から部会長を選

出することを確認。12/10第6回協議で準備会設立までのスケジュール、事務局の公募（3月）、生活、

活性化、文化・交流、安全・安心の4部会長及び、地域づくり計画概要を大筋で確認。2/17第7回で事

務所を除く規約・申し合わせ事項、10月までの体制を確認。3月住民向資料と事務局公募チラシを配

布。4/21第8回で旧大山財産区事務所に決定。6/1から山里集落支援員を事務局配置。6/17各種団体合

同会議でこれまでの取組、まちづくり計画案、規約・申合せ事項、代議員の選出等について報告・協

議。6月末代議員申込書添付の住民向資料第2弾を配布。次回第9回は9/2。

8/24区長会提出（令和5年8月1日現在）
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2 その他

⑤寺前ブロック（区3役）は、課題集約項目の中から各区優先5項目を具体化した内容をもって8/25第5

回協議を進め、5分野から更に、医療・買い物等暮らしの手助け対策、草刈り・放棄地・空き家空き土

地等環境対策、地域伝統行事の継承・イベント等賑わいづくりの3部会に。10/24第6回協議で会長1

名、副会長2名を行政順で各区長が担うことを確認。任期2年。事務所は寺前地域交流館。部会長・副

部会長も決定。現状認識の共有と地域づくりの基本構想的な議論から出発することを確認し12/23第7

回は3部会同時開催、各部会報告で課題認識を深めた。4/24第9回は住民説明・事務局含む運営体制等

について協議。6/19第10回は事務局選任協議で後日確認報告を受けることを確認。引き続き第3回目の

部会協議。6/25 ブロック6区長協議で山下（詔和）集落支援員の7/1からの配置を決定。第11回は

8/24。

⑥小田原ブロック（区長⇒正副区長）は、課題集約項目の中から共通課題について協議を進め9/5第5

回協議では大まかな取り組む方向性（ふれあい交流事業、身近な困りごと対策、歴史・文化の継承、

防犯・防災・地域の生活環境の向上など）と現体制による会長1名、副会長2名を決定。10/31第6回、

12/5第7回協議では規約内容の確認と合わせ、地域づくり計画における財源充当の考え方を示しながら

更に充当先の具体化協議。役員任期は1年。1/30第8回協議で地域づくりの基本方針と基本計画を確

認。3月広報配布時に住民説明資料を配布。3/6第9回確認に基づきR5.4/1から立岩集落支援員を事務局

配置。4/17第10回で各区副区長による部会体制を決定し5/29第11回で各部会報告を受けて協議。6/26

第12回は各部会提案を受け取組内容の具体化、取組内容によっては引き続きアンケートで各区実態を

踏まえて意見集約後提案協議。7/24第13回、8/28第14回も各部会取組についての継続協議。

⑦長谷ブロック（区長のみ）は、既存組織「長谷地区の振興を考える会」との一本化協議から進める

べきであるとの結論に達し、8/25第4回協議会から仕切り直し協議。10/5代表4区長による仕分け作業

結果に基づき、10/17第6回で全体確認の後、10/22考える会3役と協議。考える会との組織の一本化を

確認。諸々の課題があるが、共通の課題として人の問題が挙げられており、（仮）お助け隊的組織を

展望し、獣害防止・除草対策の実施を検討していく他、「考える会」事業への支援について、イベン

トに限定することなく、本来目的である地域の活性化の視点でその支援内容を検討していく。R5.4/1

から小林集落支援員と合わせ、ブロックとして藤原事務局補佐員を事務局配置。4/17第7回は組織規

約、運営体制等を協議。5/16第8回でホタルまつり対策としての草刈り、小規模集落対策としての獣害

防止、草刈りお助け隊賃金を決定。5/27考える会総会で、自治協部会を追加、又、当面の間、別途定

める規約に則り運営を行うことについて承認。集約済みの5分野の課題内容の点検振分けを6/12第9回

から実施し7/6第10回で概ね9区課題事業の整理が完了し、8/22第11回以降、地域づくり計画の文書化

を進める。

・協議会設立について、R5年度は越知谷ブロック、R6年度は粟賀北ブロック、粟賀南ブロック、大山

ブロック、寺前ブロック、小田原ブロック、長谷ブロックで予定されています。

・事務局集落支援員は、全7ブロックで決定し配置されています。

・事務局用ノートパソコン及びプリンターについて、現時点で、大山ブロック、小田原ブロックから

申し出があり貸与済です。粟賀南ブロック、寺前ブロックは現在、貸与準備中です。

・7/12　第1回各ブロック代表・事務局連絡会議を開催し情報共有と意見交換を行いました。（概要は

別紙のとおり）

　情報共有と連携強化のため、今後は年1～2回程度の事務局連絡会議を開催していく予定です。
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協議会 越知谷B 粟賀北B 粟賀南B 大山B 寺前B 小田原B 長谷B 備考

【協議会設立】

①5年4月設立 〇

②6年4月設立 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【設立準備会】

1 事務局（集落支援員）選任

①専任 小林希世美

②兼任 髙木浩 萩原幸亮 山下裕太 山里佳世 山下詔和 立岩千咲

③専任＋地域づくり交付金対応補助員 藤原登志幸

2 事務所等

①集会所内 大畑コミセン 寺前地域交流館 会長居住区

②使用料設定 5,000円/回 5,000円/月 5,000円/回 ―

③上記①以外 粟賀の驛 移住定住センター 旧大山財産区事務所 センター長谷

④ノートパソコン・プリンタ 不要 不要 必要 貸与済 必要 貸与済

3 地域づくり計画

①大まかな方向性 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　部会数 3部会 5部会 3又は5部会 4部会 3部会 5部会 7(1)部会

　立上年度 3部会 当面1部会 当面1部会

②全体計画書 〇 概要〇 概要〇 概要〇

③計画年数 10年 10年 10年 15年

④年度別計画（別記様式） 〇 〇

4 初年度交付金申請準備

①設立年度事業計画及び予算 〇

5 組織構成・規約

①規約・申し合わせ等確認 〇 〇 △ 〇 △ 〇 〇

②役員（会長・副会長）の選任 〇　2年 〇　2年 〇　2年 〇　2年 〇 〇　1年 〇

③総会代議員定数 30名まで 20名まで 30名まで 30名まで 30名まで 46名 考える会委員62名

6 ブロック内住民への情報配信展開

①協議会開催 ⑪4/14 ⑮8/29 ⑫8/10 ⑩9/2 ⑪８/24 ⑭8/28 ⑪8/22

②推進状況の配信 8/25 2/24 2/24・6/26 2/24

③その他
公共交通アン

ケート、部会員

間ライン連絡

懇親交流も計画

⑭7/16

4/24河川整備要

望提出

7 設立準備会（総会資料） 10/15

①書面表決 〇

②事前配布 〇

③設立準備会認定申請 〇

④設立準備会認定通知 〇

⑤総会承認 〇

8 ブロック内住民への情報配信展開 総会後〇

9 設立総会 4/27

①代議員出席 〇

②総会案内 〇

③設立総会 〇

10 地域づくり交付金申請 総会後〇

①申請書提出 5/8

②交付決定通知 5/11

◆各ブロック地域自治協議会設立に向けた推進状況　        №２

　8/24区長会提出（令和5年8月1日現在）

※敬称略/決定分のみ
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★各ブロック地域自治協議会設立に向けた区長協議会等開催状況一覧 8/24区長会提出（令和5年8月1日現在）

行政区順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ブロック名

項

目

新

田

作

畑

大

畑

越

知

岩

屋

根

宇

野

山

田

中

村

粟

賀

町

福

本

貝

野

し

ん

こ

う

タ

ウ

ン

寺

野

柏

尾

加

納

東

柏

尾

吉

冨
杉

大

山

猪

篠

新

野

野

村

比

延

寺

前

鍛

治

大

河

上

岩

高

朝

田

宮

野

南

小

田

上

小

田

川

上

大

川

原

本

村

赤

田

重

行

為

信
峠 栗 渕

1 区役員会等説明会 12/4 1/22 12/26 12/25 11/23 12/11 11/1 2/5 3/12 12/5 1/30 12/12 1/29 2/19 2/12 12/11 12/4 11/26 12/18 1/29 10/28

2 区総会説明会 3/6 6/25 3/20 4/10

3 設置（準備会完了は6月前）

4 事務局集落支援員（専・兼）

5 パソコン・プリンター

◇ブロック世帯数（R3.4基礎値）/人口（最新）

◇設立に向けた協議会メンバー

6 第1回協議会

7 第2回協議会

8 第3回協議会

9 第4回協議会

10 第5回協議会

11 第6回協議会

12 第7回協議会

13 第8回協議会

14 第9回協議会

15 第10回協議会

16 第11回協議会

17 第12回協議会

18 第13回協議会

19 第14回協議会

20 第15回協議会

21 第16回協議会

22 住民への情報配信

23 設立準備会総会

24 設立総会

6/123/6

10/31

1/30

6/19

8/24

4/17

5/29

6/26

6/19

9/11

10/23

8/10

9/14

2022/10/12　部会11/25

3/31

2/1

2/24

3/30

以降、各部会等取組

11/14

12/19

1/27

11/21

4/23

6/20

8/25

山下裕太（兼）

6/20

R５

髙木　浩（兼）

R6

2/18

7/15

正・副区長 区長⇒各区3役

9/20 10/24

4/21
団体合同会議6/17

2/24

4/24

8/29

10/15

5/23

6/13

7/16

6/10

7/28

8/10

9/2

2023/4/27

9/26

1/26　団体説明2/17

10/17　代表4区長・考える会10/22　報告10/24

12/5

12/10

2/17 4/18

2/24

7/11 5/27 7/6

12/23

3/24　考える会6/23・7/5

8/257/11

9/29　代表区長仕分け10/5

7/25

8/268/19 9/5

6/13

2/22

4/20

R6 R6

立岩千咲（兼） 小林希世美（専）藤原登志幸（補）

4/20

R6R6

4/22 2/21

山里佳世（兼）

5/9

萩原幸亮（兼）

R6

1/27 1/12 2/3 12/13 1/28 1/12

山下詔和（兼）

3/12

区長⇒正・副区長 各区3役 各区3役

小田原ブロック 長谷ブロック

12/19 寺前B全体 12/13 長谷B全体 1/12

越知谷ブロック 粟賀北ブロック 粟賀南ブロック 大山ブロック 寺前ブロック

不要 不要 必要 2023/6/6 必要 2023/5/29 不要

8/25 2/24 2/24・6/26 2/24

7/24

8/28

5/16

7/6

8/22

区長⇒正・副区長 区長/考える会に「自治協部会」

341/741 1,058/2,799 598/1,525 552/1,477 903/2,194 410/1,121 310/683
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2023. 9 広報かみかわ 3

地域自治協議会特集

▲4/24粟賀南ブロック準備会構成6区長として河川環境
整備の取組に係る兵庫県および神河町への要望書の提出

▲越知谷ブロック　4/27神河町第1号「越知谷ブロック
地域自治協議会」が設立（大畑コミュニティセンター）

▲粟賀南ブロック　7/28第11回協議会
（「かみかわ移住定住サポートセンター」）

▲粟賀北ブロック
6/13第13回協議会（粟賀の驛）

▲寺前ブロック
6/19第10回協議会（寺前地域交流館）

▲長谷ブロック
5/16第8回協議会（センター長谷）

▲小田原ブロック
7/24第13回協議会（高朝田農事集会所）

◀大山ブロック　6/17各種団体合同説明会（吉冨集落センター）
3役協議会での取り組み経過、各区課題抽出とまちづくり計画、
規約・申し合わせ事項、準備会立上げに向けたスケジュール、
代議員の選出等について提案・協議が行われました

6/2大山、7/4粟賀南、寺前ブロック事務局▲
集落支援員に委嘱書交付が行われました

地域課題の解消、元気づくりに
越知谷ブロックで活動開始、他の6ブロックで
6年度設立に向けて協議が進められています
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地域自治協議会 特集

～2021年10月、2022年4月、10
月に続く第4弾です～

特集

★7/12各ブロック代表・事務局連絡会議から抜粋★

■ 町長から
　「特に人口減少下において、自治会運営も非常に厳しくなり毎年の集落懇談会でも課題が見えてくる中で
ブロックとして課題解決ができる仕組みとして提案。2050神河将来ビジョンも策定したが30年後になっても
元気な神河町であり続けるために」との挨拶。

■ 7ブロックからの取組報告として
〈越知谷〉 ホームページ作成にも着手。安心、安全、交流の3部会全ての項目の取組が始まった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ トップランナーとして期待 ー
〈粟賀北〉 スムーズな引継ぎを目的に旧区長が役職になる3層構造とした。全項目をやろうとすれば課題が多く
やり切れない、力が分散するといったところから初年度は安全安心に取り組む。
〈粟賀南〉 大まかな方向性を文言にする作業に入る。目下、河川中心の取組として他のことは次のステップで
進める。
〈大山〉 住民チラシ第2報で取組概要と公募代議員8名の募集をかけている。応募がない場合は越知谷の例に
倣い区からの声掛けも検討。生活、活性化、文化・交流、安全・安心の4部会で進める。
〈寺前〉 医療・買い物など暮らしの手助け対策、草刈り・放棄地・空き家空き土地等環境対策、地域伝統行事の
継承・イベントなど賑わいづくりの3部会で検討協議。市川沿いの草刈り等は共通で出来るが、医療・買い物で
は新野駅、寺前駅で生活ルートの違いがある。
〈小田原〉 昨年1年かけて困り事や要望などを集め、今年からは副区長にも入ってもらい同区区長、副区長で
1つの部会を担当。制度に少し問題があったということもあるが加筆修正を加えながら進めていく。実態アン
ケート集約もこれからが大変。
〈長谷〉 9区課題事業の整理が完了し次は文言にしていく。町の補助メニューや既に予算内示もあり実際は地域
づくり計画に上がるものがごくわずかに。小規模限界集落もあり、お助け隊を組織して草刈りや獣害柵維持補修
などをカバーする。考える会との事業1本化までにはもうしばらく時間が必要。などの意見が出されました。

■ その他、町への要望として、区長負担軽減のための役場への配慮や役場全部署への自治協の取組周知、
役場職員の相談窓口体制充実などについて意見が出されました。

■ また、兵庫県から地域振興課眞殿主幹に出席いただき「県として単独集落支援から集落で支え合う中での
地域支援（多自然地域プロジェクト）にシフト、県としても引き続き参加し情報共有し持続可能な生活圏形成
に取り組む。」とのお言葉をいただきました。

総務課　☎34-0001問

全７ブロックで事務局集落支援員が決まりました（敬称略）
ブロック
越知谷
粟賀北
粟賀南
大　山
寺　前
小田原
長　谷

会　　　長
竹國　敏郎
森　　明文
廣納　　正
船田　　穣
平岡　　覺
立岩　直樹
大仲　正記

事務局集落支援員
髙木　　浩
萩原　幸亮
山下　裕太
山里　佳世
山下　詔和
立岩　千咲

小林希世美　藤原登志幸

広報かみかわ 22023. 947
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    令和 5年度町長懇談会 

     会場意見と町の回答の概要 

 

 

 

    (1)越知谷ブロック ５月２９日（月）午後 7時から 

      大畑コミュニティセンター 

 

    (2)粟賀北ブロック ６月 ２日（金）午後 7時から 

      中村ドリームホール 

 

    (3)大山ブロック  ６月１２日（月）午後 7時から 

      杉営農センター 

 

    (4)寺前ブロック  ６月１６日（金）午後 7時から 

      寺前地域交流館 

 

    (5)小田原ブロック ６月１９日（月）午後 7時から 

      南小田農村環境改善センター 

 

    (6)長谷ブロック  ６月２３日（金）午後 7時から 

      センター長谷 

 

    (7)粟賀南ブロック ６月２６日（月）午後 7時から 

      東柏尾区集落センター 

 

 

 

総務課 
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 区長様におかれましては、会場でのご意見と町の回答を要約して記載してい

ます。内容に漏れ、間違いがないか確認をお願いします。 

 なお、ページ数の関係上、会場でのすべての発言及び回答を掲載することはで

きません。あくまで要約としてまとめて報告しておりますので、御理解をお願い

します。 

 

 また、区長様確認後、10月広報に掲載する予定です。 

 

【連絡先】 

        神河町役場 総務課 岡部成幸 

            電話番号 0790-34-0001 

            ＦＡＸ  0790-34-0691 

            メール  soumu@town.kmikawa.hyogo.jp 
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